
見附市告示第１２３号 

 見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領の一部を改正する要領を次の

ように定める。 

  令和７年８月２６日 

                    見附市長  稲 田  亮 

   見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領の一部を改正する要領 

見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領（平成２年見附市告示第５３

号）の一部を次のように改正する。 

 別記第６号様式の４を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   附 則 

１ この要領は、公布の日から施行し、改正後の見附市ひとり親家庭等の医療費

助成に関する要領の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

２ この要領の施行の際、現にある改正前の別記第６号様式の４については、当

分の間、これを使用することができるものとする。 

 


